
観光資源データのカテゴリ名称 掲載基準 具体例

イベント
観光的に魅力のあるイベント（行･祭事）をいう。 開催年月日（期間限定）があるもの

まつり、花火大会、初日の出、初詣、サクラ、スキー、イルミネーション、紅葉

伝統芸能のお祭り
参加者が伝統芸能を観覧、あるいは体験できるお祭りをいう。 開催年月日（期間限定）があるもの

※開催年月日のないものは99:郷土芸能

山岳
登る山または眺める山として観光的に魅力のあるものをいう。 登山口、峠、平、峰、丘陵、崖

高原
湿原、原野等も含み、観光的に魅力のあるものをいう。 草原

湖沼
観光的に魅力のあるものをいう。 湖、沼、池、泉、潟、湿地、湧水

河川景観
峡谷、滝など観光的に魅力のあるものをいう。 川、淵、渓谷、渓流、堤、扇状地

海岸景観
海岸部においてとくに景観的に魅力のある地形･地域などで、海岸、島、砂丘、砂州

、岬などをいう。

湾、浦、浜、（海に面している）断崖、松原

その他特殊地形
熔岩流、鍾乳洞、賽の河原などで、観光的に魅力のある各種特殊地形をいう。 岩、カール、地獄谷、噴湯丘、洞窟、甌穴、地層、柱状節理

自然現象
間歇泉、渦流、樹氷、蜃気楼などで、観光的に魅力のある自然現象をいう。 雪形、雲海、夕日、朝日

動物
観光的に魅力のある動物をいう。（ホタルなどの昆虫類も含む） 蝶、白鳥飛来地、ほたるの里

植物
自然植生、形態の単複を問わず、観光的に魅力のあるものをいう。 森、林、叢、原生林、並木、紅葉、ひまわり畑、コスモス畑、桜並木

動物園
観光的に魅力のある動物園をいう。動物ふれあいランドも含む。 サファリパーク、動物村

植物園
観光的に魅力のある植物園をいう。 野草園、バラ園、梅園

公園
地域住民が日常的に利用している公園の中で特に観光的に魅力のあるものをいう。 広場、ドッグラン、緑地

海域公園
自然公園法で海域公園に指定されている地区及び海中景観の優れている地区でグラス

ボート、海中展望塔などがあるものをいう。

2010年より改正自然公園法により「海中公園」から名称変更

（R4.3現在、16公園内100地区145ヶ所あり）

公的観光レクリエーション地域
国、都道府県、市町村など公的セクターが主体となり、総合的な観光レクレーション

施設を整備した地域をいう。

レクリエーション施設がある国立公園・国定公園・国営公園

庭園
観光的に魅力のある庭園。（原則として一般の入場が許されているもの） 日本庭園、イングリッシュガーデン

博物館
博物館に定められたもので、観光的に魅力あるものをいう。郷土資料なども含み、登

録されていないものでも良い。

資料館、科学センター、プラネタリウム、学習館、展示館、伝承館、記念館、児童館

美術館
観光的に魅力のある美術館をいう。 アートギャラリー

産業観光施設
産業観光とは、工業などのような産業施設を一般に公開しているものをいう。

ここでは特に企業を対象としたものをいい、手工業は除く。

鉄道館、発電所

※一次産業は除く、工場見学は164:体験観光（産業観光）

体験観光
着地型旅行商品・地域の歴史、文化、産業、自然、食などその土地の魅力に触れるこ

とができる体験内容。

陶芸教室、着物レンタル、郷土料理教室、藍染め

体験観光 （観光農林業）
いわゆるみかん狩、くり拾い等の対象となる農林業。 いちご狩り、桃狩り、梨狩り、ぶどう狩り、筍堀り、芋掘り、わらび園、わさび

園、フルーツパーク ※直売のみは122:ショップ

体験観光 （観光牧場）
全体または一部分を観光客の利用に開放している牧場。 ※乗馬クラブは100:スポーツリゾート施設

体験観光 （観光漁業）
釣り場に関しては、管理者が明確で、釣具、釣船等のあるもので、観光客に利用され

ているものに限る。なお小規模な釣り堀は除く。

地曳網、潮干狩り、やな場

体験観光 （まちあるき）
まちあるきに関するものをいう。

体験観光 （産業観光）
工場見学などをいう。

体験観光 （酒蔵ツーリズム）
酒蔵見学などをいう。

体験観光（アクティビティ)
自然の中で体を使った遊びや体験をいう。 パラグライダー、ダイビング、気球、ラフティング、カヤック、SUP、サウナ

温泉
一般に温泉地といわれているもの（鉱泉も含む）。宿泊施設、保養センター等の施設

は対象としない。

※日帰り温泉・足湯等の施設は121:日帰り温泉施設

日帰り温泉施設
入浴を目的とした宿泊を伴わない施設をいう。 クアハウス、温泉保養センター、足湯、銭湯、スーパー銭湯、共同浴場　※サウ

ナは166:体験観光（アクティビティ）

ショップ
観光物産店等土産品を販売している個々の施設をいう。 直売所、物産館、魚市場

城
天守あるいは櫓を有する城。（復元されたものも含む。城跡は史跡で扱い、ここには

含めない）

旧街道
歴史的に魅力があり、位置が明確で、観光対象となりうる旧街道をいう。

史跡
古墳、貝塚、城跡、古戦場等、歴史上有名で観光的魅力のあるものをいう。 ～跡、遺跡、一里塚、首塚、道標

町並み
歴史的に魅力のある古い町並みをいう。 ～宿（じゅく）、保存地区

歴史的建造物
駅、洋館などの歴史的建造物のうち、歴史上、建築学上価値のある建造物で、観光的

に魅力のあるもの。

本陣、旧校舎、灯台（戦前建造）、隧道（戦前建造）

神社・仏閣
建築構造の特殊性、所蔵品、宗派にとっての重要性、開基者の知名度、庭園の魅力度

からみて、観光的に魅力のあるものをいう。

教会等宗教的施設（修道院、モスク、シナゴーグ等）、観音堂、不動尊、地蔵尊

、楼門

近代的建造物
ダム、塔、橋、公会堂などの建造物で、観光的に魅力のあるものをいう。（基本的に

は昭和20年以降のもの。）

灯台（戦後建造）、隧道（戦後建造）、吊り橋、空港

その他名所
文学碑、銅像、仏像、墓、生家、坂などで観光的に魅力のあるものをいう。 清水、地蔵、道祖神、石仏、崖仏、生誕地、オブジェ、鳥居、祠、孔子廟、ロケ

地、アニメ等の聖地

地域風俗
地域の慣習、生活様式などで、観光的に魅力のあるものをいう。（朝市等も含む） ～市（いち）、トラック市

郷土芸能
一般に公開しているもので、観光的に魅力のあるものをいう。 薪能、舞、神楽、太鼓、甚句、民謡

郷土料理
観光的に魅力のある料理をいう。 その地域特有の産物をその地域独自の食べ方、見せ方などで生活様式などを含めたもの

郷土料理店
その地域における代表的店、ある程度名が知られている店、その他観光客に推薦する

にふさわしいと考えられる店に限る。

指定料理店、B級グルメ店

郷土景観
地域特有の景観を構成しているものをいう。（町並み等は含まない） 棚田、夜景、ビル群、美観地区、スカイライン、ストリート、商店街、都市景観、林道

伝統工芸品
古くから継承されてきた手工業技術で、観光的に魅力があるものをいう。 彫り物、細工品、和紙、焼き物、窯、人形、漆塗※店舗は122:ショップ

味覚・特産品
観光的に魅力のある特産物（味覚）をいう。 その地域で産出されたもの。地野菜、果物、ブランド牛・豚、地酒(酒造)、地ビー

ル、ワイナリー、菓子 ※酒蔵見学は165:体験観光

旅館
日本旅館協会加盟旅館は日本観光振興協会更新、それ以外の旅館 旅館（主に和室の部屋数が5室以上、1部屋あたりの広さが7㎡以上）、民営国民宿

舎（公営国民宿舎は公的宿泊施設）

ホテル等
日本ホテル協会会員ホテル、全日本ホテル連盟加盟ホテルは日本観光振興協会更新、

それ以外のビジネスホテル

ホテル（洋式の構造および設備、客室10室以上有する施設）

民宿
旅館、ホテル、ペンションに含まれない宿泊施設 一般の民家が営業許可を得て営む小規模の宿泊施設、民泊施設

ペンション等
観光客が宿泊出来る研修・保養施設(ビジター利用の出来るもの）、貸別荘、山小屋

、宿坊も含む。

ロッジ、ゲストハウス、小さいホテル形式の民宿、コテージ、山荘

公的宿泊施設
国が管掌する外郭団体または地方自治体が直接管理・運営するもの。例）国民宿舎、

休暇村、青少年旅行村、ユースホステル

※但し中央団体が管理運営する施設のみ

日本ホテル協会会員ホテル
日本ホテル協会会員ホテル

日本旅館協会会員旅館
日本旅館協会会員旅館

全日本ホテル連盟会員ホテル
全日本ホテル連盟会員ホテル （ANHA）正会員のみ

スポーツリゾート施設
地域として面的な広がりをもったスポーツ施設等が集合していて、宿泊施設を持って

いるか、または近くにそれのある地域をいう。

マレットゴルフ場、B＆G海洋センター、運動公園、乗馬クラブ、弓道場、モトク

ロス場、スタジアム、プール

サイクリングセンター
施設として、レストハウス、展示室、トレーニングセンター、コースを持ったものを

いう。

フィールド・アスレチック
野外において、さまざまな設備を配置した一定のコースで活動出来るような運動施設

をもつものをいう。

フィールド・アーチェリー場
野外において、一定のコースを回りながら競技を行うための施設が定置されたものを

いう。

スケート場
屋外または屋内においてアイススケートをするための施設を整備したものをいう。

マリーナ・ ヨットハーバー
モーターボート、ヨット、カヌー、などの小型船艇を利用するレクレーションの基地

をいう。

サイクリングコース
地方公共団体等が指定、推薦するサイクリングコース。

ハイキングコース
地方公共団体等が指定、推薦するハイキングコース。 トレッキングコース

自然歩道・自然研究路
自然散策のための歩道および路傍の自然解説板･解説書などを読みながら自然観察が

出来るように工夫された自然歩道･自然研究路。自然観察の森を含む。

登山道、遊歩道

オリエンテーリング・パーマネントコース
国や自治体によってつくられているオリエンテーリング・パーマネントコース。

ゴルフ場
18ホール以上のゴルフ場をいう。練習場は除く。 ※グランドゴルフ場、マレットゴルフ場は100:スポーツリゾート施設

スキー場
管理者が明確で、スキーリフトまたはそれに準ずる登行施設のあるものをいう。 ※グラススキーは100:スポーツリゾート施設

モデルコース
市町村内の観光スポットを巡るモデルコースで、コース概要、行程、観光スポット、

交通アクセス、宿泊地等を選択してコースを作成する。

遊覧船
川下り、湖上遊覧など、一定のコースを定め遊覧する船舶をいう。 ボート（手漕ぎ、スワン等）、屋形船

定期航路
日程表に従って運航される船舶をいう。 フェリー

遊覧飛行機
一定のコースを定めて遊覧する飛行機、ヘリコプターをいう。 ※気球は166:体験観光（アクティビティ）

観光タクシー・ハイヤー
一定のコースを定め、運転手がガイドを兼ねて案内するタクシー、ハイヤーをいう。 海上タクシー

周遊バス
観光を目的として決まったエリアを回るバスをいう。 DMB（デュアル・モード・ビークル）

観光列車
乗ることを目的とした列車をいう。

その他の乗り物
ロープウェイ、ケーブルカー、ゴンドラなどをいう。 人力車、観覧馬車、リフト（スキー場利用以外）

レンタカー
乗用車またはマイクロバスを保有しているものに限る。

レンタサイクル
貸自転車屋をいい、ここでは観光客の利用に供せられているものに限る。 駐輪場は除く

展望施設
風景をながめるための専用施設で、観光的に魅力のあるものをいう。単独でも他施設

との併用でもよい。観覧車・天文台を含む。

灯台（上れるもの）、天体観測所

海水浴場
公的機関団体等の指定するもので、便所、更衣施設、監視所等を有するものをいう、

湖川の遊泳場も含む。

水族館
観光的に魅力のある水族館をいう。 水遊園

キャンプ場
管理者が明確で、管理棟、給水施設、塵介処理場、テントサイトなどの施設をもつキ

ャンプ場。

オートキャンプ場、野営場、バーベキュー場、グランピング

テーマパーク・レジャーランド
入場料をとって遊戯・レクレーション施設を公開している施設をいう。子供の国、ピ

クニック園地等も含む。

遊園地、サーキット場、競輪場、競馬場、競艇場

道の駅
国土交通省に登録されている道の駅をいう。

問い合わせ一覧
市町村役場の観光担当課や観光協会など、観光客からの電話による問い合わせに対応

している組織や機関などをいう。

鉄道会社※都道府県管理機関は都道府県が更新担当、市区町村管理機関は市区町

村が更新担当

観光案内所
駅や観光施設内などで、観光客と対面しながら観光、宿泊などの案内を行う組織、機

関などをいう。

観光案内が名称に付記されているセンター施設等※都道府県管理機関は都道府県

が更新担当、市区町村管理機関は市区町村が更新担当

観光ボランティア
全国の観光ボランティアガイド

交流施設
研修、会議、スポーツ合宿などのためのセンター施設、観光会館や物産センターなど

の施設、伝統工芸や伝統芸能などのためのセンター施設をいう。

自然の家、交流プラザ、ビジターセンター、ホール、音楽堂、劇場（歴史的建造

物は除く）、青少年の家

全国観光情報データベース　カテゴリー・掲載基準一覧


